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阿蘇郡高森町農業委員会議事録 

 

１、 開催日時：令和８年２月１０日（火） 

午後２時００分から午後３時００分 

 

２、開催場所：高森町役場 庁舎２階 第１・２委員会室 

 

３、出席委員 

1 番 松岡 浩吉 2 番 中川 浩志 3 番 後藤 賢治 

4 番 冨永 安弘 5 番 住吉 栄男 6 番 杉田 年徳 

7 番  8 番 津留 孝二 9 番 野尻 昭生 

10 番 芹口 民雄 11 番  12 番 篠田 晶子 

13 番 中川 和子 14 番 安藤 吉孝   

 

４、欠席委員   ７番 瀬井 悦老 

 

５、議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名に関する件 

第２ 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

第３ 農地法第１８条の規定による小作解約について 

［合意解約］【中間管理】 

第４ 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地集 

積等促進計画（配分）について         【中間管理】 

第５ 農地法第３条第１項の規定による許可申請に関する件 

第６ 農地法第５条第１項の規定による許可申請に関する件 

第７ 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地集 

積等促進計画（配分）（案）の承認について 

【中間管理・設定権移転】 
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第８ 農地利用最適化推進委員の辞任申出に伴う農業委員会の同意に 

ついて 

 

６、農業委員会事務局職員  

    局長  芹口 孝直 

    係長  今村 翔太 

 参事  後藤 健一 
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事 務 局 皆さん、こんにちは。 

定刻前ではございますが、今日出席される方はそろいました。 

７番委員は急遽欠席届がでております。 

それでは、令和７年度第１１回の高森町農業委員会総会を開会い

たします。 

高森町農業委員会会議規則第６条の規定によりまして、本日、過

半数の出席があっておりますので、総会の成立を御報告いたしま

す。 

それでは、ご挨拶を芹口会長、よろしくお願いします。 

 

会  長 皆さん、こんにちは。 

寒い中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

先日、衆議院選も終わりまして、自民党圧勝ということで、熊本

県も１区から４区まで全て自民党ということで終わって、結果が出

たようです。 

今後、政権にぜひとも、この農業を守っていただきたいという

か、若い後継者が安心して農業ができるような、そういった政策を

どんどん進めていっていただきたいなと希望いたします。 

農業を営むもの皆が、安心して農業ができるような環境づくりと

いうか、政策をしていただくことにより、今後、農業がますます発

展していけたらいいなというふうに思っております。 

今日も議題は８議題ぐらいありますけれども、どうぞよろしくお

願いいたします。 

では、始めたいと思います。 

 

事 務 局 ご挨拶、ありがとうございました。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

会議規則第４条の規定により、会長が議長となるとありますの

で、芹口会長に議長をお願いしたいと思います。 

 

議  長 はい。では、ただいまより始めたいと思います。 

 

「議第４１号」 

事 務 局 高森町農業委員会会議規則第１３条第２項の規定による議事録署

名委員の指名に関する件。 

本委員会の決定に附する。 

令和８年２月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。では、議事録署名を今回は１番委員、それから２番委員に
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お願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

では、「報告第８号」 

事 務 局 農地法第３条の３第１項の規定による届出について。 

別紙のとおり本委員会に報告する。 

令和８年２月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。では、これは報告ですので、事務局からお願いいたしま

す。 

 

事 務 局 事務局から説明いたします。 

４ページをお開きください。 

番号１、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、相続

人、被相続人、届出日、あっせん希望については下記のとおり、届

出事由につきましては親から子への相続となります。 

補足資料は、３ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

続きまして、番号２、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記

面積、相続人、被相続人、相続人、届出日、あっせん希望について

は下記のとおり、届出事由につきましては親から子への相続となり

ます。 

補足資料は、４ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

番号２の下の筆につきましては、面積が小さすぎるため、航空写

真には記載されておりません。御了承ください。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議  長 何か御質問等はございませんか。 

なければ、これは報告ですので、次にいきたいと思います。よろ

しいですか。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 では、「報告第９号」 

 

事 務 局 農地法第１８条の規定による小作解約について。［合意解約］

【中間管理】 

別紙のとおり本委員会に報告する。 

令和８年２月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 
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議  長 はい。これは合意解約ということですので、事務局から御説明を

お願いします。 

 

事 務 局 ６ページをお開きください。 

番号１、借受人、貸出人、土地の所在地、登記地目、現況地目は

下記のとおり、解約事由につきましては双方合意による解約です。 

補足資料は、６ページの赤枠の筆です。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議  長 はい。合意解約ということですので、何か御質問・御意見等はご

ざいませんか。 

 

(複数委員) ありません。 

 

議  長 はい。なければ、報告ですので、次にいきたいと思います。 

 

では、「報告第１０号」 

事 務 局 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用

集積等促進計画（配分）について。【中間管理】 

別紙のとおり本委員会に報告する。 

令和８年２月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。これも報告ですので、事務局から御説明をお願いいたしま

す。 

 

事 務 局 事務局から説明いたします。 

８ページをお開きください。 

番号１から番号４までありますけれども、こちらは１０年契約の

５年更新の年ですので、４件とも更新の案件です。 

 

まず、番号１です。 

貸付人が農業公社を通して借受人に対し賃貸借権の設定をしてお

り、今回更新の案件です。 

土地につきましては、８ページに記載のとおりです。 

賃借料は、１筆当たりの契約ですが、それでは表記できないの

で、１０ａ当たりの単価で記載しております。 

補足資料は、８ページの赤枠で囲っている筆です。 

 

続きまして、番号２です。 
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貸付人が農業公社を通して借受人に対し賃貸借権の設定をし、こ

れも更新案件です。 

土地等につきましては、８ページに記載のとおりです。 

また、賃借料も記載のとおりです。 

補足資料は、９ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

続きまして、番号３です。 

貸付人が農業公社を通して借受人に対して賃貸借権の更新をする

案件です。 

土地等につきましては、８ページに記載のとおりです。 

こちらの賃貸契約は物納です。 

補足資料は、１０ページの赤枠で囲ってある筆です。 

 

続きまして、番号４です。 

貸付人が農業公社を通して借受人に対し賃貸借権の設定を更新す

る案件です。 

土地等につきましては、８ページから、筆が多いので９ページに

記載のとおりです。 

土地の面積、賃借料は、反当たりの単価に案分して記載しており

ます。 

補足資料は、１１ページの赤枠で囲ってある筆です。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議  長 何か御質問等はございませんか。なければ、これも農用地集積推

進計画ということですので、報告で終わりたいと思います。 

 

「議第４２号」 

事 務 局 農地法第３条第１項の規定による許可申請に関する件。 

別紙のとおり本委員会の決定に附する。 

令和８年２月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。では、これは５番委員に御説明をお願いします。 

なお、番号１から３の借受人は同じ方ですので、併せて御説明を

お願いします。 

 

５番委員 借受人、貸出人等の情報は左記のとおりです。 

先ほども会長から説明がありましたとおり、１番、２番、３番の

借受人が同一ですので、一緒に御審議をお願いしたいと思います。 

なお、貸付人は記載のとおりです。 
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また、貸付条件は、３件とも同様です。 

補足資料は、１３ページから３１ページです。 

よろしくお願いします。 

 

事 務 局 事務局から補足いたします。 

申請書及び全部事項証明書などに記載の情報から、農地法第３条

の許可要件のうち、農作業常時従事要件、地域との調和要件などの

要件を満たしております。 

以上のことから総合的に見て、本許可申請については許可相当で

あると判断しております。 

事務局からの補足は以上です。 

 

議  長 はい。何か御質問・御意見等はございませんか。なければ、可決

したいと思いますが、よろしいですか。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 はい。では、可決いたします。 

では、４番、５番の担当委員は、７番委員ですが欠席なので事務

局より説明お願いします。 

また、４番、５番の貸付人は同一なので、４番、５番併せて説明

をお願いします。 

では、事務局、お願いいたします。 

 

事 務 局 ７番委員の代理で、事務局から説明させていただきます。 

先ほど議長がおっしゃられましたとおり、４番、５番は関連の議

案ですので、一括して説明させていただきます。 

 

農地の情報は左記のとおり、貸付対象農地は１筆でその土地に、

ビニールハウスが数棟建っておりまして、そのハウスの一部をおの

おの借り受けるものです。 

 

番号４番につきましては記載の借受人が２棟借り受け、番号５

は、別の借受人が３棟借りる契約です。 

契約条件は、記載のとおりです。 

補足資料が、３２ページから３７ページです。 

どちらのハウスを借りられるかどうかは、補足資料の３３ページ

と３６ページに枠を記載しておりますので、時間があるときにでも

御覧いただければと思います。 
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許可基準につきましては、申請書及び全部事項証明書などに記載

の情報から、農地法第３条の許可要件のうち、農作業常時従事要

件、地域との調和要件などの要件を満たしております。 

以上のことから総合的に見て、本許可申請については許可相当で

あると判断しております。 

事務局からの補足は以上です。 

 

議  長 はい。何か御質問等はございませんか。ないですか。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 はい。では、これも可決いたします。 

 

では、「議第４３号」 

事 務 局 農地法第５条第１項の規定による許可申請に関する件。 

別紙のとおり本委員会の決定に附する。 

令和８年２月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。では、番号１、これは１番委員に御説明をお願いいたしま

す。 

 

１番委員 １番の件です。 

農地の情報は記載のとおりです。 

譲渡人、譲受人も記載のとおりです。 

申請地は、譲受人が１０年ほど前から畑として管理していたが、

近年、獣害が激しく、耕作ができなくなったので、クヌギを植え山

林として管理したいという理由で申請が出ております。 

補足資料は、３９ページから４１ページです。 

よろしくお願いします。 

 

事 務 局 事務局から補足いたします。 

許可要件につきましては、申請書に事業計画書、位置図、見取

図、配水計画図などが添付されており、その内容から一般基準につ

いて事務局は申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性、計画

面積妥当性、周辺の農地等に係る営農条件への支障の有無につい

て、適当または確実であると判断しております。 

申請地は、農業公共投資の対象になっていない小集団の生産性の

低い第２種農地であることからも、立地基準についても問題ないと

判断しております。 
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事務局からの補足は以上です。 

 

議  長 はい。何か御質問等はございませんか。 

これはクヌギを植えたいということですね。 

クヌギは畑、周りの農地に迷惑をかけるとか、そういうことは今

のところ何もありませんか。 

 

事 務 局 事業計画書に、クヌギを植える場合、農業として判断する判断基

準としては、シイタケ栽培を行う場合は農業として見ますが、植林

し、山林として管理する場合は転用案件として取り扱います。 

今回、植え付けの際は、日照問題にならないよう、境界線より距

離をあけて、植林するということでした。 

 

議  長 分かりました。 

ほかに何か御質問はございませんか。 

じゃあこれは山林として管理をしたいということですね。 

 

事 務 局 はい、そうです。 

 

議  長 ほかに何か。 

 

２番委員 山林の許可が通ったからといって、すぐ売ったりはしないのです

か。 

山林の転用許可が下りて、１年、２年後に売ったりはしないです

よね。 

 

事 務 局 そうです。大体クヌギの苗が１年、２年でどのくらいの大きさに

なるか、分からないのですが、木が抜けなくならないと地目を山林

に変えられないので、それまでは畑のままとなります。 

 

事 務 局 今、担当が言ったように、転用しても、すぐに地目変更は、山林

の場合はできません。 

宅地だったら、家が建てば法務局が現地確認して宅地に地目変更

することができますが、山林の場合は植林しても、引き抜けたりす

るようでしたら、山林として認められないことが多いので、基本的

に５年後に地目変更を行うという事例が多いです。 

なので、地目変更ができない場合、まだ農地の状態ですので、売

ることはできないと思います。 

以上です。 
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議  長 この登記地目は、畑ですよね。 

 

事 務 局 はい。 

 

議  長 山林として管理はしたいけれども、現在の登記地目は畑だから、

売ることはできないということですね。 

 

事 務 局 でも、もし、畑のまま売り渡すとなったら、事業計画が丸々変わ

るので、それは、それで別の申請という手続が必要となってきま

す。 

 

議  長 ほかに御質問はございませんか。 

 

(複数委員) ありません。 

 

議  長 では、これを可決したいと思いますが、よろしいですか。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 はい。では、可決いたします。 

では、番号２。これは６番委員に御説明をお願いいたします。 

 

６番委員 譲受人、譲渡人、土地の情報は左記のとおりです。 

事業を継承し、当該地を車両待機所・転回場として整備したいと

いうことです。 

以上です。 

 

事 務 局 事務局から補足いたします。 

補足資料は、４２ページから４３ページです。 

許可要件につきましては、申請書に事業計画書、位置図、見取

図、配水計画図などが添付されており、その内容から一般基準につ

いて、事務局は申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性、計

画面積の妥当性、周辺の農地等に係る営農条件への支障の有無につ

いて、適当または確実であると判断しています。 

また、申請地は農業公共投資の対象になっていない小集団の生産

性の低い第２種農地であることから、立地基準について問題ないと

判断しております。 

事務局からの説明は以上です。 
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議  長 はい。何か御意見・御質問等はございませんか。 

 

14番委員 ここはずっと畑のままですか。 

 

事 務 局 １４番委員の御質問にお答えしたいと思います。 

こちらは管理農地ですが、登記も現況も畑です。 

 

議  長 地目を変えようとかいうのであれば、転用申請をしなければなら

と思いますが。 

 

事 務 局 今回、事業目的が車両待機場なので、地目の変更申請でもありま

す。 

 

２番委員 地目は何になるのですか。 

 

事 務 局 恐らく雑種地じゃないかなと思います。 

 

事 務 局 もしくは、事業用の土地なので、宅地の、どちらかだと思いま

す。 

ただ、この車両待機場というのがどういう判断をされるのかは、

法務局の担当官において地目が登記されます。 

 

事 務 局 ただ、今回、契約の中には工事は施工しないとなっていますの

で、舗装はしないものだと、思っています。 

 

議  長 ほかに何か御質問はありませんか。 

問題なければ可決をしたいと思いますが、よろしいですか。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 では、可決いたします。 

 

では、「議第４４号」 

事 務 局 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用

集積等促進計画（配分）(案)の承認について。【中間管理・設定権

移転】 

別紙のとおり本委員会の決定に附する。 

令和８年２月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 
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議  長 はい。承認ということでございますので、事務局から御説明をお

願いします。 

 

事 務 局 事務局から説明いたします。 

１７ページをお開きください。 

番号１です。こちらは先ほど合意解約で出てきた案件ですが、前

の借受人が農業公社と契約を解約して、新たな借受人に対し賃貸借

の設定権移転をするものです。 

土地につきましては、１７ページに記載のとおりです。 

賃借料につきましては、１筆の単価ですが、こちらも先ほども出

てきたと思うのですが、システムの表記上、案分して反当たりで単

価を記載しています。 

また、案分しているため、端数まで出ております。 

契約期間につきましては、前借受人と契約していた残期間となり

ます。 

補足資料は、４５ページの赤枠で囲ってある筆です。 

事務局から説明は以上です。 

 

議  長 はい。承認ということでございますので、何か御質問等はござい

ませんか。 

前の方が、解約された後、次の方が引き受け耕作されるというこ

とです。 

問題ないと思います。では、承認してもよろしいですかね。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 はい。では、承認いたします。 

 

では、最後ですけれども、「同意第１号」ということで、事務局

からお願いいたします。 

事 務 局 農地利用最適化推進委員の辞任申出に伴う農業委員会の同意につ

いて。 

別紙のとおり本委員会の同意を求める。 

令和８年２月１０日提出、高森町農業委員会会長 芹口民雄。 

 

議  長 はい。では、御説明を。 

 

事 務 局 事務局から説明します。 

１９ページをお開きください。 
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今現在、当該地区の農地利用最適化推進委員をしていただいてい

る方より辞任届が提出されました。 

農業委員会等に関する法律第２３条の規定により、農地利用最適

化推進委員は正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て辞

任することができるとなっておりますので、今回、議案として上げ

ております。 

辞任理由につきましては、令和８年４月１日より、別の役職に就

任しなければならなくなり、現職との兼務が困難とのことでした。 

職務の兼務については、一応、法律的な制限はないのですが、ご

本人において、兼務となれば、事務に支障が生じ、負担があるとい

うことから令和８年３月３１日付で農地利用最適化推進委員を辞任

するという理由です。 

今回、同意をいただきましたら、回覧によりおおむね３０日間、

農地利用最適化推進委員の公募を行い、地区の推薦、もしくは自薦

にて推薦書を提出していただきます。 

正式に候補者が上がってきた場合は、４月１日付で農業委員会か

らの委嘱となりますので、新委員の方に対し、４月の総会前ぐらい

に会長から、委嘱状を交付していただくような流れです。 

公募につきましては、全戸回覧ではなく、今回、該当地区のみ公

募の回覧をしたいと思っております。 

事務局から説明は以上です。 

 

議  長 はい。同意ということでございます。 

今回、別の役職につかれ、兼務が難しいとのことです。 

どうですかね、よろしいですかね。 

 

(複数委員) はい。 

 

議  長 はい。では、同意されましたので、よろしくお願いいたします。 

会議は、以上です。お疲れさまでした。 

 

 

 


